
 

 

阿南市要綱第４７号 

チャレンジ都市阿南創造事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、本市及び市内事業者の価値向上を図り、

地域経済の好循環等につなげることを目的として、本市にお

ける持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧｓ」という 。） の実

現並びに「環境 」、 「社会」及び「管理体制」を重視した経

営モデル（以下「ＥＳＧ経営」という 。） の普及に資する新

規創業及び事業再構築（以下「創業等」という 。） を行う者

に対して、予算の範囲内でチャレンジ都市阿南創造事業補助

金（以下「補助金」という 。） を交付することに関し、阿南

市補助金等交付規則（平成３０年阿南市規則第３号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条  この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴  新規創業  事業を営んでいない個人が、所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２２９条に規定する開業等の届出

を行い、阿南市内（以下「市内」という 。） において新た

に事業を開始すること又は新たに法人を設立し、市内にお

いて事業を開始することをいう。 

⑵  事業再構築  既に事業を営んでいる個人又は法人が、市

内において新事業又は新分野に進出し、その事業を開始す

ることをいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条  補助金の交付の対象者となる者は、市内において創業

等を予定し、かつ、次の各号の全てに該当する者とする。 

 ⑴  補助金交付年度の初日から当該補助金交付年度の２月末

日までに創業等を行う者 



 

 

 ⑵  個人にあっては、市内に住所を有する者（創業等を行う

日までに市内に転入する者を含む 。）、 法人にあっては、

市内に本店又は主たる事務所を有する者 

 ⑶  市税の滞納がない者 

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付  

対象としない。 

⑴  過去に、本要綱に基づく補助金の交付を受けている者 

⑵  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条に規定する事業を営む又

は営む予定とする者 

⑶  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しく

は同条第６号に規定する暴力団員、又はそれらと密接な関

係を有する者 

 ⑷  前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の趣旨に照ら

して適当でないと認める者 

 （補助金の対象事業） 

第４条  補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」とい

う 。） は、再生可能エネルギー、エコツーリズム、水質浄化

、地産地消、ＩＯＴ技術を活用した働き方改革その他ＳＤＧ

ｓの実現及びＥＳＧ経営に関係する新たな商品、サービスの

開発等、先導的なビジネス展開に係る事業であって次に掲げ

る要件をすべて満たす事業とする。 

 ⑴  市内で創業等を行う事業 

⑵  地域社会及び地域経済の活性化につながる事業 

 ⑶  事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長

性が期待できる事業 

 ⑷  補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という

。） の総額が１００万円以上の事業 



 

 

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交

付対象としない。 

 ⑴  特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業 

⑵  法令等又は公序良俗に反する事業 

 ⑶  フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業  

 （補助金の対象期間） 

第５条  補助金の交付対象となる期間（以下「補助対象期間」

という 。） は、交付決定のあった日から当該交付決定のあっ

た日の属する会計年度の２月末日までとする。 

（補助金の対象経費） 

第６条  補助対象経費は、補助対象期間に創業等に要する経費

であって次に掲げる経費ごとに、別表に掲げるとおりとする

。ただし、補助対象経費について、他の補助金等の交付を受

ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するも

のとする。なお、補助金の交付決定前に要した経費について

は、補助対象経費に含めないものとする。 

 ⑴  設備費・備品購入費 

 ⑵  法人登記に要する経費 

 ⑶  土地・建物の賃借費 

 ⑷  知的財産登録に要する経費 

 ⑸  マーケティングに要する経費 

 ⑹  技術指導受入れに要する経費 

 ⑺  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 

 （補助金の額） 

第７条  補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費

の２分の１以内の額（当該額に１，０００円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てる 。） とし、１５０万円を上限

とする。 

 （補助金の交付申請） 



 

 

第８条  補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者

」という 。） は、補助金交付申請書（様式第１号）に次の各

号に掲げる関係書類を添えて市長に提出し、その申請（以下

「交付申請」という 。） をしなければならない。 

 ⑴  新規創業事業計画書（様式第２号の１）又は事業再構築 

計画書（様式第２号の２） 

 ⑵  誓約書（様式第３号） 

 ⑶  チャレンジ都市阿南創造事業補助金に係るＳＤＧｓ等取 

組計画書（様式第４号） 

 ⑷  補助対象事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所  

在が確認できるもの（登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書 

の写し等） 

 ⑸  交付申請者の住民票の写し（個人事業者が申請する場合

に限る 。）  

 ⑹  定款及び登記事項証明書の写し（法人で、既に登記を完

了している場合に限る 。）  

 ⑺  開業届の写し（個人事業者で、交付申請時に開業してい

る場合に限る 。）  

 ⑻  営業許可証等の写し（許認可を必要とする業種で既に取

得している場合に限る 。）  

 ⑼  補助対象経費の内訳が分かる書類（見積書等） 

 ⑽  市町村税を滞納していないことを証明する書類 

 ⑾  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２  交付申請の受付期間については、市長が別に定める。  

 （補助金の交付決定及び審査） 

第９条  市長は、交付申請があったときには、必要に応じて調

査等を行い、当該交付申請の内容を審査し、補助金を交付す

べきと認めたときは、補助金の交付を決定（以下「交付決定

」という 。） し、交付決定を受けた交付申請者（以下「被交



 

 

付決定者」という 。） に対して交付決定通知書（様式第５号

）により通知するものとする。 

２  被交付決定者以外の交付申請者に対しては、交付審査結果

通知書（様式第６号）により不採択の旨を通知するものとす

る。 

３  第 1 項の審査に当たり、市に設置する「チャレンジ都市阿

南創造事業補助金検討委員会」（以下「委員会」という 。）

において委員の意見を聴取するものとする。なお、委員会の

組織及び運営については、別に定める。 

 （事業の変更等） 

第１０条  被交付決定者は、補助金の交付申請額若しくは補助

対象事業に係る計画の変更又は補助対象事業の中止若しくは

廃止（以下「変更等」という 。） をしようとするときは、市

長の承認（以下「変更等の承認」という 。） を受けなければ

ならない。ただし、補助対象事業に係る計画の軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

２  前項に規定する軽微な変更とは、交付決定額が変わらない

範囲において、その算定の基礎となる各費目で予算との増減

が２０パーセント未満の変更とする。 

３  変更等の承認を受けようとする被交付決定者は、事業変更

（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）を市長に提出して

、その申請をしなければならない。 

４  前項の事業変更（中止・廃止）承認申請書には、当初、補

助金交付申請書に添付した関係書類のうち、その記載内容に

変更が生じるものを添付して、その申請をしなければならな

い。この場合において、事業計画書及び収支予算書を変更す

るときは、次の書類を使用することとする。 

⑴  変更事業計画書（様式第８号） 

⑵  変更収支予算書（様式第９号） 



 

 

５  市長は、変更等の承認の申請があった場合には、必要に応

じて調査等を行い、当該申請の内容を審査し、適当と認める

ときは、変更等の承認を決定するものとする。 

６  市長は、変更等の承認の決定をしたときは、速やかに、事

業変更（中止・廃止）承認（不承認）決定通知書（様式第１

０号）により、その旨を被交付決定者に通知するものとする。  

 （概算払） 

第１１条  市長は、補助対象事業の遂行に必要と認めるときは

、被交付決定者に対し、補助金の一部又は全部を概算払によ

り交付することができる。 

２  被交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは

、補助金概算払請求書 ( 様式第１１号 ) に交付決定通知書の

写しその他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出し

て、その申請をしなければならない。 

３  市長は、前項の規定による補助金の概算払の請求があった

ときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、被交付決

定者に補助金の概算払をするものとする。 

（実績報告） 

第１２条  被交付決定者は、創業等を行い、補助対象事業が完

了したときは、当該補助対象事業が完了した日の翌日から起

算して３０日を経過する日又は当該補助対象事業を実施した

会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、実績報告書（

様式第１２号）に次の各号に掲げる関係書類を添えて市長に

提出し、その実績を報告しなければならない。 

 ⑴  事業に係る経費の支払を証明する書類 

 ⑵  事業所等の賃貸借契約書の写し（対象経費に賃料等を含 

  む場合に限る 。）  

 ⑶  事業により整備した設備等が確認できる写真又は購入し  

た備品等の写真 



 

 

 ⑷  被交付決定者の住民票の写し（個人事業者で、交付申請

時に市外に居住していた場合に限る 。）  

 ⑸  定款の写し及び登記簿謄本の写し（法人で、交付申請時

に未提出又は記載事項に変更があった場合に限る 。）  

 ⑹  営業許可証等の写し（許認可を必要とする業種で、交付 

  申請時に許認可を取得していない場合に限る 。）  

 ⑺  開業届の写し（個人事業者で、交付申請時に届出してい  

ない場合に限る 。）  

 ⑻  国、県その他の機関から補助金の交付を受けている場合

は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し  

 ⑼  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付額の確定等） 

第１３条  市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは

、必要に応じて調査等を行い、その内容を審査し、適当と認

めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、被交付決定者

に交付額確定通知（兼返還命令）書（様式第１３号）により

通知するものとする。 

２  前項の審査は、必要に応じて委員会において委員の意見を

聴取することができる。 

３  市長は、第 1 項の審査において、交付額を超える補助金が

既に交付されているときは、被交付決定者に対し、相当の期

限を定めて当該超過額の返還を命ずることとする。 

（補助金の請求） 

第１４条  被交付決定者は、交付額確定の通知を受けた後、補 

助金交付請求書（様式第１４号）により、市長に対し、交付 

確定額から概算払を受けた額を控除した額の交付を請求する  

ものとする。ただし、交付確定額が当該概算払を受けた額を 

超えない場合は、この限りでない。 

 （補助金の交付） 



 

 

第１５条  市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは 

 、速やかに、補助金を被交付決定者に交付するものとする。  

 （交付決定の取消し） 

第１６条  市長は、被交付決定者が、次の各号のいずれかに該 

 当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがで 

 きる。 

 ⑴  偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付  

  額の確定を受けたとき。 

 ⑵  補助金を他の用途に使用したとき。 

 ⑶  補助対象事業を遂行することができなくなったとき。  

 ⑷  前３号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに  

付した条件に違反し、又は従わなかったとき。 

 （補助金の返還） 

第１７条  市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場

合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付

されているときは、相当の期限を定めて交付決定取消決定通

知（兼返還命令）書（様式第１５号）により、その返還を命

ずることができる。 

( 財産の処分及び管理 )  

第１８条  被交付決定者は、補助対象事業の完了した日の属す

る会計年度の終了後５年を経過する以前に当該補助対象事業

により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとする

ときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。た

だし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が５０万円未

満のものは、この限りでない。 

２  市長は、前項の承認をした被交付決定者に対し、当該承認

に係る財産を処分したことにより当該被交付決定者に収入が

あったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金

額を市に納付させることができる。 



 

 

３  被交付決定者は、補助対象事業が完了した後も当該補助対

象事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管

理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に

従って効果的運用を図らなければならない。 

（帳簿等の保存等） 

第１９条  被交付決定者は、補助対象経費に係る収入及び支出

を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業が

完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して５

年間これらを保存しなければならない。 

（その他） 

第２０条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し 

 必要な事項は、市長が別に定める。 

   附  則 

 この要綱は、令和４年５月１７日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


